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要　約

　要保護児童のためのグループホーム（GH〉には、里親型GHと施設分園型GHがあるが、今年度はその運営

実績に関する実態調査と、GHに入所している子どもの実態調査を行った。里親型GH17ホームのうち10ホー一

ムから46名の子どもについて、分園型GHでは96ホームのうち69ホームから356名の子どもについての回答

が得られた．ただし、分園型GHでは、自活訓練事業実施指定施設（95名）は除き、261名（地域小規模児童養

護施設m名と「その他のGHj150名〉について検討を行った。

見出し語：グループホーム、運営、入所児童、入所条件
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研究目的

3〉分園型グループホームを退所した子どもの実態

調査（個票調査）

　地域小規模児童養護施設の創設（平成12年）の制

度化、里親制度改革（平成14年）、社会保障審議会

児童部会「社会的養護のあり方に関する専門委員

会」（平成15年）など国レベルの議論をはじめ、全

国乳児福祉協議会の「2i世紀における乳児院のあ

り方最終報告書」および全国児童養護施設協議会の

「子どもを未来とするために」など、社会的養護の

あり方に関して活発な議論が展開されている。

　それらの動向において、さらに検討すべき課題は

児童のグループホーム（以下、GHと略す場合があ

る〉である．筆者らは、昨年度、自治体におけるG

H制度の施行状況とGHの実態に関する調査を行っ

た。まず、グループホーム（GH）を「児童相談所

の措置として、比較的少数の児童を一定の居住環境

のもとで養育するファシリティ」と定義した。これ

には、里親型グループホームと、施設分園型グルー

プホーム（地域小規模児童養護施設、児童養護施設

分園型自活訓練事業指定施設を含む）とに大別され

る。第1次調査では、全国の59自治体（都道府県

および政令指定都市）に調査票を送付し、54自治

体から回答を得た（回収率91．5％）。里親型GHを制

度として実施しているところは5自治体であったが、

実際に里親型GHがある自治体は、東京都、横浜市、

川崎市の3自治体で、計17ホームが運営されてい

た。施設分園型GHを制度として実施しているのは

24自治体で、計96ホームが運営されていた。これ

ら里親型GHおよび施設分園型GHに対してその運
営実態と課題について調査を行った。

　昨年度の研究をふまえ、今年度は、グループホー

ムの運営実績と、グループホームに入勝している児

童の状況について調査を行い、グループホームのあ

り方と課題を明らかにした。具体的には、以下の調

査を行った。

！　里親型グループホーム

　n里親型グループホーム実態調査

2）里親型グループホームで生活している子どもの

　実態調査（個票調査）

3）里親型グループホームを退所した子どもの実態

　調査（個票調査）

2　分園型グループホーム

　1）分園型グループホーム実態調査

2）分園型グループホームで生活している子どもの

　実態調査（個票調査）

畦　研究方法

　それぞれのグループホームに調査票を郵送し、回

答を依頼した。調査は平成15年11月に実施した。

iII研究結果

1　グループホーム実態調査

1）里親型グループホーム実態調査

　17ホームのうち、10ホームから回答を得た（回

収率58．8％）。回答数が少ないので、概要を記述す

るにとどめる。ホームの開設は、1984年から2000

年までとなっていたが、90年代後半の開設が比較

的多かった。ホームの定員は6名であるが、平成15

年l　l月1日現在の現員児童数は2名から7名まで

となっており、4名あるいは5名が多かった。定員

については「多すぎる」という回答が多くみられ、

4名あるいは5名が適切であると考えられていた。

入所児童の要件については、性別・年齢にとくに綱

限はないが、実子や他の入所児童とのバランスを考

慮する場合はあるようである。

　入所児童を受け入れることは、実子がいる場合、

その子どもに何らかの影響が生じ得るのであり、里

親は必要な対応をしている（表H～1－3〉。

　入所児童の安定のために必要な運営上の要件とし

ては、アルバイトを雇えるような人件費の保障など、

財政的支援の充実、地域との交流など、幅広い条件

整備が求められている（表2－1～2－2）。

　グループホーム運営上の課題（自由記述）は表3

に示した。

2）分園型グループホーム実態調査

　調査票を送付した96ホームのうち、計69ホーム

から回答があった（回収率71．9％）。その内訳は、

地域小規模児童養護施設（以下、地域小規模GHと

略す）19ホーム、自活訓練事業実施指定施設21ホ

ーム、その他のグループホーム（以下、「その他の

GH珪と略す）29ホームであった。

　分園型グループホームには上記のように3つのタ

イプがあるが、自活訓練事業実施指定施設は対象と

なる児童の年齢、入所期間が地の2つのタイプとは

異なるので、以下、r地域小規模GH」とrその他

のGH」を中心にみていく。

　ホームの定員は、地域小規模GHでは6人であっ
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たが、「その他のGH」では6人が62．1％を占めて
いるが、5人以下（27．6％）、7人以上（io．3％〉のとこ

ろもあった（表4〉。

　ホームの現員は、地域小規模GHでは6人（73。7％）

と5人以下（21．1％）でほとんどを占め、「その他のG

H」では6人（5L7驚〉と5人以下（41．4％）がほぼ半数

ずつとなっていた（表5）。

　ホームの定員については、「ちょうどよい」（地域

小規模GH57．9％；その他のGH41．4％）と「多すぎ

る逃（地域小規模GH36．8％；その他のGH58．6沿

となっていた。適切と思う入所定員数は、地域小規

模GHでは4～6人、その他のGHでは3～6人と
するところが多かった。

　平成14年度に退所した児童数は、いずれのタイ

プのGHでも約半数は0人であり（地域小規模GH
47．4％；その他のGH55．2％）、次いで1人（42，1％；

20．7％）、2人（5．3％；13．8％〉で、それ以上というの

はまれであった。

　ホームの職員に関しては、1ホーム当たりの職員

数は2～4人であった（表6）。職員の配置に留意し
ている点としては、職員本人の希望（57。9％；37．9％）、

性別のバランス（47．4％；5L7％）、職員間の経験年数

に差がある（21．1％；20．7箔）などが主なポイントであ

った。

　職員の年齢は、20代前半から60歳以上まで幅が

あるが、20代および30代で約2／3を占めていた。

性別は、ほぼ！対2の割合で女性が多い。夫婦制で

あるところは地域小規模GHでは6．3％、rその他の

GH」では17，8％であった。住み込み勤務制である

のは、地域小規模GHでは26．6％、「その他のGHj

では32．9％であった。

　ホーム入所児童に関しては、性別は「とくに制限

なし涯（47．4％；69。0驚）、「必ず男女混合」（42．1％；

20．7％）というところが多く、男子だけ、あるいは女

子だけとしているホームは少なかった。児童の年齢

も「特に制限なし」（89，5％；58．6％）というところが

多かった。

　ホーム入所児童選定の要件について、rその他3

を含む23項目についてド頻繁に要件となる］から

「まったく要件にならない」までの5段階で評価し

てもらった。「頻繁に要件となる」と「しばしば要

件になる」の合計の割合の高い順に、「家庭復帰が

相当困難、または不可能であること」（100．0％；

65．6％）、「乳幼児期から家庭的生活の経験が乏し

い」（94．7％；86。2箔）、「GH内での年齢のバランス」

（89，5％；86．2％）、「GH内での性別のバランス」

（84．2％；79。3％）、r児童本人の希望があること」

（73．7％；44，8％）、「すでに社会的養護の期間が長い

こと」（57．9％；58．6％）、「いじめ、暴力など攻撃性

がみられないこと」（57．9％；34．5％〉、「きょうだい

関係の改善・構築が必要である」（52．6％；31．0％）、

「保護者の了解や希望があること」（47。4％；17．2％）、

「保護者による強引な引き取り要求がないこと」

（47．4％；17．2％）、「ホームにたまたま空きがある」

（26．4％；37．9％〉、「年齢が低いこと」（21．1％；37．9％〉、

「家庭復帰の可能性が高いこと」（3L6％；墨。4％）、

「無断外出がないこと」（31，6％；34．5％）、「リービ

ング・ケアの時期にあること」（31。6％；24．1％）、「グ

ループホーム職員との相性がよいこと藤（3i。6％；

m．3％）などとなった。あまり要件にならないのは、

r被虐待経験の有無」rいじめられる、孤立など対

人関係に係る問題がないこと」「本体施設職員と相

性がよくないこと」「知的能力が著しく低くないこ

と」「慢性疾患がないこと」などであった（表7）。

　グループホーム入所児童の安定のために必要な運

営上の要件については、rその他」を含む7選択肢

から3つ選択してもらったが、r專従職員同士の良
好な関係」（84．3％；75．8％〉、「研修やスーパービジ

ョンの充実による職員の専門的力量の向上」（94。7％；

55，2％）、r代替要員の確保等による職員のリフレッ

シュ」（52．6％；20．7％）、「交替制勤務の廃止、断続

勤務・夫婦制への転換」（26．4％；37．9％〉などの順と

なっていた。

　児童相談所との関係については、いずれのタイプ

のグループホームも、事前に児童相談所と協議をし

て児童をGHへ移動する場合（47．4％；44．8％）と、施

設の判断で児童をGHに移動したのち児童相談所に
報告する場合（42．1％；4L4％〉とが相半ばしていた。

2　グループホームで生活している子どもの実態調

査

1）GH入所児童の概要

①里親型GH
　lOホームから46名の児童についての回答があっ

た。児童の性別は男子30名、女子15名、不明1名

であった。これらの児童は調査時点（平成15年11

月1日）でグループホームで生活しているものであ

る。GHに入所した時期は、1990年代前半から2003

年までにおよんでいた。

　調査時点での児童の年齢はi－3歳から16－18歳ま

で幅が広いが、小学生および中高校生がほとんどで

あった（表8）。

　GHに入所したときの年齢は2歳以下から15－17
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歳まで幅が広いが、3－5歳および6－8歳で約6割を
占めていた（表9〉。

　GHへの入所期間も！年未満から10年以上まで
となっていたが、2年および1年が比較的多くなっ

ていた（表10）。

　調査時点での就学状況は、小学生、中学生、高校

生が主となっていた〈表11）。学校の種類に関して

は、非該当（就学前および大学生等）を除く41名

のうち、3名が障害児学級あるいは養護学校に在籍
していた。

②分園型GH
　地域小規模GH111名、「その他のGH」150名、

自活訓練事業実施指定施設95名、計356名につい

て回答が得られた。以下、地域小規模GHとrその

他のGH」を中心にみていく。

　児童の性別はほぼ男女同じ割合であった。

　調査時点（平成15年11月1日）での児童の年齢は
1－3歳から19歳以上までと広く分布していた（表8）。

GHに入所したときの年齢もほぼ同様であった（表
9）。

　GHへの入所期間は！年未満から8年以上となっ

ていたが、1年未満、1年および2年が比較的多く
なっていた（表10〉。

2）GH入所児童の入所前の状況

①里親型GH
　児童がGHに入所する前に生活していた場所は
r家庭」が約半数を占め、次いでr児童養護施設」

「乳児院」の順であった（表12）。「その他」は母子

生活支援施設、一時保護所であった。

　児童のGH入所前の施設入所・里親委託期間は
3－6年をピークに幅広く分布していた（表13）。

　GH入所前の一時保護経験についてはrある」
65，2％、「なし、」32．脇、「非該当」2．2％と、約2／3に

一時保護の経験があった。一時保護の回数は2－5回

というものが6名（13，0％）いた。

　施設入所歴についてはrある」47．8％、rない」52．2％

で、約半数に施設に入所した経験があった。そのほ

とんどは1回の経験であったが、乳児院に2回入所

した経験をもつものもいた。

　また、46名中5名が別の里親家庭に委託された

経験をもっていた。

②分園型GH
　児童がGHに入所する前に生活していた場所は、

地域小規模GHの場合、本体施設からが多くを占め

（78．4％〉、次いで家庭から（9．9％）となっていた。こ

れに対して、「その他のGH」の場合、本体施設か
ら（42。0％）、家庭から（38．0％）、乳児院から（11．3％）

となっていた（表12〉。

　児童のGH入所前の児童福祉施設（本体施設、G

H）、里親委託期間は1年未満から玉2年以上まで広
く分布していた（表13）。

　GH入所前の一時保護経験については約2／3が
あった（66．7％；66。7％）。一時保護の回数はほとんど

が1回または2回であった。

　施設入所歴についてはほとんどがrある」（％．4％；

84．禰であり、本体施設からの移行が多いことを示

している。

　里親家庭に委託された経験をもっていたのは地域

小規模GHの7名で、うち！名は2回の委託経験を
有していた。

3）GH入所時の対応

①里親型GH
　入所にあたってのアドミッションケアの実施状況

は、児童とGHの里親との面接、児童のホーム見学
は多くの例で行われていた（表14）。

②分園型GH
　入所にあたってのアドミッションケアの実施状況

は、児童とGHの里親との面接、児童のホーム見学
は多くの例で行われていた（表14）。

4）入所児童の被虐待体験

①里親型GH
　約半数の児童が児童票に被虐待体験があると記載

されていた（表1H）。GH入所後に里親が判断し
たところでは、その割合はさらに高くなっている（表

i5－2）。

②分園型GH
　約半数の児童が児童票に被虐待体験があると記載

されていた（表15－1）。GH入所後に職員が判断し

たところでは、その割合はさらに高くなっている（表
15－2）。

5）入所児童の障害の有無と学力

①里親型GH
　障害がrある」とみられるのは約1／4で、そのう

ち、知的障害、発達障害・自閉症・ADHD等（疑
いを含む）が多くを占めている（表16〉。ただし、

診断を受けていない場合も少なくない。

　学力に関しては、約2割の児童は1年以上の遅れ

があるようであると回答していた（表17）。ただし、

全体の約半数はr現在の方が学力が高い」と回答し
ていた（表18）。

②分園型GH
　障害が「ある3とみられるのは約1／4で、そのう

ち、知的障害、発達障害・自閉症・ADHD等（疑
いを含む）が多くを占めている（表16）。
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小山他：グループホームの現状と課題（2）

　学力に関しては、地域小規模GHでは32．4％が、

rその他のGH」では25．3％が、1年以上の遅れが

あるようである（表17）。約4割の児童はGHにき

てから学力が向上したようであるが、地域小規模G

Hでは約1割が、学力が低下している（表18〉。

6）入所理由と家族の状況

①里親型GH
　社会的養護を必要とするようになったもともとの

理由（主たる理由）はr父母の不明」17．4％、「父母

の入院・疾病」17．4％、ド父母の精神疾患・人格障害

等」10．9％、「破産等の経済的理由窪10，9％ほか、多

岐にわたっている（表鋤。「その他」は、「きょう

だい関係を重視」r後見人による放任」r同居してい

る継母になる予定の人による虐待」であった。

　児童の保護者は「実母のみ341．3％、「実父のみ3

23．9％が高くなっていた（表20）。

　児童の父母の現在の状態には、障害や経済的問題

など、さまざまな問題がみられる（表21）。rその

他」は、「母親再婚」、「さまざまな身体疾患による

病気療養申」であった。

　児童のきょうだいについては、その人数も含め、

不明の場合も少なくないが、その生活の場として回

答があったのは、きょうだいは家族と暮らしている

場合と、社会的養護の場にいる場合とがあることを

示している（表22～23）。

②分園型GH
社会的養護を必要とするようになったもともとの理

由（主たる理由）はr父母の虐待・酷使」（13。5％；

15．3箔）、ヂ父母の精神疾患・人格障害等3（10．8％；

10．7％）、「父母の就労」（8．1％；13．3％）、「父母の放

任・怠惰」（9。0％；8．0％）、r父母の行方不明」（8．1％；

6．0％）、「父母の離婚」（7．2％；6．0％〉、「父母の死亡」

（5．4％；4．7％）、「父母の入院・疾病」（5．4驚；4。7％）、

「養育拒否」（4．5％；6。0％）など、多岐にわたってい

る（表19）。「その他」は、「祖父母の入院」（3例）、

「母子家庭で母がアルコール依存」、「母の施設入

所」、「一家浮浪」、「養父らからの虐待」、「母が失踪、

父は養育困難」（いずれも2例〉などであった。

　児童の保護者は「実母のみ」（32，4％；33．3％〉、「実

父のみ」（19、8％；25．3％）が高くなっていた（表20）。

　児童の父母の現在の状態には、障害や経済的間題

など、さまざまな問題がみられる（表21）。rその

他」は、自活訓練事業実施指定施設も含むが、「服

役中」（9例）、r死亡」（9例〉、r経済的に困窮が著

しい」（7例）、「病気療養中」（5例）、「就労のため

養育困難」（4例）、「仕事が続かない」（4例）などで

あった。

　児童のきょうだいについては、きょうだい数が比

較的多いようであり（4人以上が10。4％；5．4％〉（表

22）、きょうだいの多くも社会的養護のもとにいる。

すなわち、本児と同じGB（35．1％；21．3％1、あるい

は別の福祉施設（13．5％；17．3％）に約半数が暮らして

いる（表23）。

7）児童のGHへの委託（措置変更）理由

①里親型GH
　これは主たる理由を3つ選択してもらったが、

r家庭復帰が相当困難・不可能」54．3％、r乳幼児期

から家庭的生活経験が乏しい」34．8％、rたまたまホ

ームに空きがあった」21．7％、「年齢が低い」17．4％、

「ホーム内での年齢のバランス」13，0％、「被虐待経

験がある」10．9％、rホーム内での性別のバランス」

10．9％、「家庭復帰の可能性が高い」10．9％、「保護者

の了解・希望がある」10，銚など、さまざまな理由

が選択された（表19）。「その他」は、「進学・通学

に便利」「（ホームにくる前の）里親家庭の問題」「児

童とホームとのかかわりがあった」「実家に近い」

などであった（表24）。

②分園型

　これは主たる理由を3つ選択してもらったが、
ヂ家庭復帰が相当困難・不可能」（74、7％；34．6％）、

r乳幼児期から家庭的生活経験が乏しいゴ（41，4％；

33，9％）、「本人の了解・希望がある」（22．5％；16．7％）、

rホーム内での年齢のバランス3（24．3％；20．0％）、

「社会的養護の期問が長い」（17．1％；11．4％）、「ホ

ーム内での性別のバランス」（9．9％」3．3％）、「たま

たまホームに空きがあった」（8．1％；15．3％）、「家庭

復帰の可能性が高い」（10．8％；7．3％）などであった

（表24）。

8）児童の治療・医療

①里親型GH
　入所してから一般病院へ長期（3カ月以上）の通

院経験があるのは約1／4であった（表25〉。精神科

受診または心理療法を受けた経験があるのは約2割
であった（表26）。

②分圏型GH
　グループホームヘきてから長期（3カ月以上）

にわたる一般病院への通院経験が「過去にあった」

あるいは「現在通院中」の児童は、地域小規模GH

では28．8％、「その他のGHJでは17．3％であった（表
25）。

　グループホームヘきてから精神科受診あるいは心

理療法を受けた経験があるのは、地域小規模GHで

は30．6％、「その他のGH」では36。0％であった（表

26）。
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9）児童福祉法28条適用の有無

①里親型GH
　児童福祉法28条適胴した例はグループホームで

は少なかった（表27〉。

②分園型GH
　児童福祉法28条を適用して入所した児童は、地

域小規模GHでは1。跳、「その他のGH」では6．7％

であった（表27〉。

10〉家族との関係

①里親型GH
　児童と家族の面会・通信の頻度は、r一度も面会

がない」が約1／4を占め、次いで「月1回」「年に

数回」の順となっていた（表28）。自宅への帰省頻

度は、当然のことながら、面会・通信の頻度よりも

低くなっていた（表29）。

　児童の保護者による強引な引き取り要求に関して

は、「ある3は1名（2，2％）だけであった。それは、「ホ

ーム、児童相談所に電話で要求する」というもので

あった。

　児童と保護者との関係については、安定している

（36．9％）、不安定である（19．6％）、関わりがない

（15，2％〉、非該当（保護者行方不明等）（26。1％）に分

かれた（表30）。

　児童の保護者とホームとの関係は、約束をしっか

り守れる（30．4％）、あまり守れない（19．6％）、関わり

がない（21．7％1、非該当（26．1％）に分かれた（表31）。

　児童の保護者への期待に関しては、保護者に会い

たいという訴えが約4割にあり、他方、会いたくな

いとの訴えがあることは少なかった。「保護者に関

する話題が児童から出ることがない」というものが

約30％であった（表32）。

②分園型GH
　児童と家族の面会・通信の頻度に関しては、「一

度も面会がない」が地域小規模GHでは26．1％、「そ

の他のGHjでは17．3％であった。どちらのタイプ

のGHにおいても、「年に数回」（29．7％；27，3％）が

もっとも多かった（表28）。自宅への帰省頻度もほ

ぼ同様で、「一度もなし藩がもっとも多く（36．0％；

28．0％）、次いで「年に数回」（24．3％；27，3％〉となっ

ていた（表29）。

　児童の保護者による強引な引き取り要求に関して

は、「ある」は地域小規模GHで1名（0．9％〉、ドその

他のGHjで6名（4．0％）にみられた。それは、「児

童相談所にきて引き取りを要求する3（地域小規模

GHのi例）と、rホームまできて引き取ろうとす
る」「帰省時にそのまま引き取ろうとする」（それぞ

れ2例）というものであった。

　児童と保護者との関係については、「安定してい
る」（26。1％；39。3％〉、「不安定である」（26．1踏；30．0％）、

「関わりがない」（20．7％；17．3％）、非該当（保護者

行方不明等）・無回答（27．0％；13．4％）であった（表30）。

　児童の保護者とホームとの関係は、「約束をしっ

かり守れる」（29．7％；39．3％）、「あまり守れない」

（21，6％；27。4％）、「関わりがない」（18．9％；15．3％）、

非該当・無回答（29．7箔；18．0％）であった（表3D。

　児童の保護者への期待に関しては、保護者に会い

たいという訴えが4割以上にあり（57．7％；57．4％〉、

会いたくないとの訴えがあることは少なかった
（6．3％；4．6％）。「保護者に関する話題が児童から出

ることがない」というものが2割弱にみられた
（17．1％；18．0％）（表32）。

1i）児童の精神的・行動上の間題

①里親型GH
　GHに入所した児童はさまざまな精神的間題ある

いは行動上の間題を表す（表33）。入所してからの

時期は間わず、頻度の多い順にみると、「夜尿」

（2i．7％〉、「退行」（19，6％）、「過度のなれなれしさ」

（17．4％）、「過食」（17．4％）、「多動」（15．2％）、「絨黙」

（13．0％）、「他者への暴力」（韮3。0％）、r怒りっぽさ」

（10．9％）、「違法・犯罪行為葺（1α9％）、「チック」

（10．9％）、「性への強い関心」（10。9器）、「著しい無気

力」（8．7％）、「無断外出・外泊」（8．7％）、「浪費」（6．5％）、

「リストカット」（4．3％）、「不潔恐怖等強迫行為」

（2．2％）、「その他」（4．3％〉であった。「その他」には

不登校傾向が含まれている．

　退行がみられたのは28．3％であった（表34）。退行

がみられた時期は、入所当初からの場合と入所後2、

3カ月してからの場合とがあった。退行の持続期間

は2カ月間から4年問とかなり幅があった（表35〉。

　退行行動の現れ方は、「添い寝をしてほしがる」

（23．9％）、「指しゃぶり・爪かみ」（19．6％）、「ひざに

のる」（19．6％）、「歩けるのにおんぶ、だっこをせが

む」（19．6％〉、r赤ちゃん言葉の使用」（13．0％）、r幼

晃語の使用」（10．9％）、r女性の乳房を吸う、触る」

（10．9％）、r遺尿・遺糞がみられる」（8．7％）、rおむ

つをあててほしがる」（4．謝、「歩かず遣い這いす

る」（4．3％）というのがみられた（表36〉。r哺乳瓶か

ら飲みたがる」という行動はみられなかった．

　被虐待経験の再現がみられたのは6．5％であった。

その内容は、女性の養育者に対して、あたかも実母

を想起したかのように、パニック状態で攻撃的にな

った、他児に対して暴言・暴力行為が多くみられた、

というものであった。

　対象となった46名の児童のうち、児童養護施設
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小山他：グループホームの現状と課題（2）

からグループホームに措置変更となったものが11

名いた。この11名において、児童養護施設ではみ

られなかったが、グループホームヘきて出現した変

化については、r地域の子どもとの望ましい交流」

（54，5％〉、「お手伝い等の助け合い行動の定着」

（36，4％〉、「自分の親・家族への好意的感情」（36．4％）、

ヂ生活における自分なりの創意工夫」（27．3％）、「金

銭感覚が身についた」（27．3％）、「生活リズムの安

定」（27，3％）などが指摘された。「児童養護施設に戻

りたいという主張」はみられなかった（表37〉。

②分園型GH
　里親型GHと同様、GHに入所した児童はさまざ

まな精神的問題あるいは行動上の間題を表す（表

33）。入所してからの時期は間わず、地域小規模型

GHと「その他のGH」の合計の頻度の多い順にみ
ると、「怒りっぽさ」（27．0％；26．7％）、「夜尿」

（28．8％；22．0％〉、「過度のなれなれしさ葺（16．2％；

24．0％）、「著しい無気力・無表情」（16．7％；10．7％〉、

r他者への暴力」（13．5％；12．7％〉、r他児にいじめ

られる」（10．8％；15。3％）、「過食」（12。6箔；10．7％）、

「退行」（15．3％；5．3％）、「絨黙涯（10。7％；io．7％）、

r性への強い関心」（12．6％；8．7％）、r多動」（10，7％；

9．3％）、「無断外出・外泊ゴ（5．4％18、0％）、「違法行

為・犯罪行為」（7．2踏；6．0％）、「睡眠障害3（5．4％；

6．7％）、「不登校」（6．3％；4．0％）、「浪費」（1．8％；6。7％〉、

rチック」（0．9％；7．3％〉、r不潔恐怖等強迫行為葺

（L8％；4．7驚）、「拒食」（L8％；i．3％〉、「ひきつけ・

てんかん」（2．7％；0．0％）、rリストカット」（0．0％；

0。7％）、「その他」（5。4％16．0％）であった。

　退行がみられたのは地域小規模型GHでは22．5％、

「その他のGH」では14．7％であった（表34）。退行

の持続期間はかなり幡があった（表35）．

　退行行動の現れ方は、r添い寝をしてほしがる」
（12．6％；9．3％）、「ひざにのる3（H．7％；8．0％）、「歩

けるのにおんぶ、だっこをせがむ」（9．9％；4，7％〉、

r指しゃぶり・爪かみ」（6。3％；4．0％）、r女性の乳

房を吸う、触る」（6．3％；3．3％）、「幼児語の使用」

（4．5％；4．6箔〉、r赤ちゃん言葉の使用」（4。5％；3．3％）、

r遺尿・遺糞がみられる」（2，7％；2．0％）、r歩かず

這い這いする3（2．7％；0，0％〉などで、「哺乳瓶から

飲みたがる」は「その他のGH」で1名（0．0％；0，7％）

みられただけで、rおむつをあててほしがる」とい

う行動は一人もみられなかった（表36）。

　被虐待経験の再現がみられたのは地域小規模型G

H18．胱、「その他のGH」で8．彿であった。

　対象となった児童のうち、本体施設からグループ

ホームに措置変更となったものは、地域小規模型G

Hでは82．0％、「その勉のGH」では46，7％いた。こ

れらの児童において、児童養護施設ではみられなか

ったが、グループホームヘきて出現した変化につい

ては、rお手伝い等の助け合い行動の定着」（76，9％；

52，9％）、「生活リズムの安定」（82．4％；41，4％）、「生

活における自分なりの創意工夫」（72．5％；44，3％〉、

「地域の子どもとの望ましい交流」（67，0％；37．1％）、

「ホーム内の子ども同士のケンカ」（54．9％；34．3％）、

「自分の親・家族への好意的感清」（46．2％；24．3％）、

「金銭感覚の体得」（45．1％；20．0％）などが指摘され

た。「家庭に帰りたいとの主張」は地域小規模型G

Hの24．2％、「その他のGH」の12．9％に、「本体施

設に帰りたいとの主張」は6。6％と8．6％にみられた
（表37〉。

lV考察

　筆者らは、要保護児童のためのグループホームに

ついて、昨年度、自治体におけるGH制度の施行状

況とGHの実態に関する調査を行った（庄司ほ
か，2003）。本年度は、GH（里親型GHと施設分園

型GH）の運営実績に関する実態調査と、GHに入
所している子どもの実態調査を行った。

魔グループホームの運営について

　里親型GHは17ホームのうち10ホームから回答

が得られた。分園型GHは96ホームのうち69ホー
ムから回答が得られたが、GHに含まれても、他の

GHとは性格を異にする自活訓練事業実施施設を除

いた48ホームについて検討を行った。

　GHの定員は原則として6名であるが、現員児童

数は4ないし6名のところが多かった。定員に関し

ては、「多すぎる」と「ちょうどよい」という回答

が多くみられた。GHは規模が小さいために、その

ときどきの入所児童の状況の影響を受けやすい。例

えば、子どもの状況や組み合わせによっては6名を

養育することが可能であるが、養育に手のかかる子

どもが一人いると、6名を養育することは困難にな

ったりする。したがって、入所児童数に関しては柔

軟に考えることが必要であろう。

　GH入所児童選定の要件に関しては、「家庭復帰

が相当困難、または不可能であること」ヂ乳幼児期

からの家庭的生活の経験が乏しいこと3と、GH内

での年齢、性別のバランスなどが、要件となること

が示された。前者は、家庭的な生活経験をもちにく

いという施設養育の課題と、それをふまえて子ども

に家庭的生活を経験させるというGHの目的を反映
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するものであろう。後者は、子ども側の条件という

よりも、そのときどきのGHの状況を考慮するとい

うことであろう。

　GHの運営上の要件としては、「専従職員同士の

良好な関係」「研修やスーパービジョンの充実によ

る職員の専門的力量の向上」が指摘されたが、これ

は、施設職員にも通ずることであろう。これに対し

て、「代替要員の確保等による職員のリフレッシ

ュ」は、小規模のため職員が少なく、また生活をと

もにする養育形態のために、休暇がとりにくいGH

全般の特徴を示しているといえよう。

2グループホームに入所している子どもの実態

　里親型GHでは10ホームの46名について、分園
型GHでは自活訓練事業実施指定施設を除き、356

名について、回答が得られた。

　調査時点での入所児童の年齢は幅が広い。GH入

所時の年齢も幅が広いが、里親型では幼児期および

学童期前半が多くを占めていた。調査時点までの入

所期間も、1年未満から8年以上までにわたってい

るが、1、2年が多くを占めていた。GHは年齢的
に幅の広い子どもたちを受けいれているが、入所期

間は比較的新しいホームが多いこともあって、1、

2年が主となっていた。しかし、退所児童数は少な

く、長期に在所する児童もいることから、GHとし

て短期入所の児童が主となっているというよりも、

ホームの歴史が長くなると、入所期間の長い児童も

増えてくると考えられる。

　児童のGH入所前の状況に関しては、里親型GH
の場合、r家庭」からが約半数を占めているが、分

園型GHではr本体施設」からが約8割となってい

た。このことは両者で目的が異なり、分園型GHは

いわば「本体施設」の一部であり、「本体施設」に

おけるケアの一環であるといえよう。

　入所児童の約半数に被虐待体験が、約1／4に障害

が認められた。これらの割合は里親型GHと分園型

GHに入所している児童では顕著な差はみられず、

どちらの型のGHにおいても児童の養育においてこ

れらの条件を考慮すべきであることが示された。

　GH入所児童が社会的養護を必要とするようにな

った主たる理由は、里親型GHと分園型GHではや

や異なっていた。すなわち、里親型GHではr父母

の不明」やr父母の入院・疾病」が、分園型GHで

はr父母の虐待・酷使」「父母の精神疾患・人格障

害」がもっとも多い理由であった。このことは、措

置における里親委託と施設入所のどちらにするかと

いう児童相談所の判断を反映しているように思われ

る。

　GHへの委託（措置変更）の理由については、里

親型GH、分園型GHのどちらにおいてもr家庭復
帰が相当困難・不可能」「乳幼児期から家庭的生活

経験が乏しい3が上位2位を占め、グループホーム

が家庭的な環境で、長期にわたる養育を行う場とし

て期待されていることが示されている。

　児童福祉法第28条を適用したケースはとくに里

親型GHでは比較的少なく、保護者とのトラブルヘ

の対応が職員数の少ない里親型GHでは困難なこと

に配慮したものと思われる。

　児童と保護者との関係については、「一度も面会

がない」が約1／4を占めているが、月1回というケ

ースもあり、幅が広い。関係のあり方も、「安定し

ている」「不安定である」「関わりがない」と児童に

よって、かなり状況が異なっていた。

　父母の現在の状況は、いずれの型のGHでも、障

害や経済的間題など、さまざまな問題があることが

示された。

　GHに入所した児童はさまざまな精神的また行動

上の問題を表すことが示された。これらの問題には、

GH（あるいは社会的養護）入所前の家庭での愛着

形成の悶題と被虐待体験、GHに措置変更される前

の施設での養育体験、措置変更による喪失体験、G

Hでの養育体験、GH入所後の父母との関わりの不

安定さなど、多くの要因が関与していると考えられ
る。

　これらの間題の中で、夜尿や絨黙の頻度の高さが

注目される。退行は、里親型GHでは28．3％にみら

れた。分園型GHではこれより低くなっていたが、

施設の分園と里親家庭という養育環境のちがいによ

るのか、入所児童の背景や状態がちがうことによる

のかは明らかではない。

　入所児童が示すこれらの問題は、グループホーム

での養育における重要な課題といえ、児童相談所も

含めた社会的養護システムの改革の視野に含めるべ

き事項と考えられる。

3　施設・里親・グループホーム

　グループホームの利用は、主として、家庭復帰が

困難な子ども、あるいは乳幼児期から家庭生活を経

験していない児童に家庭生活を経験させることにあ

ると考えられている。家庭生活を経験するのであれ

ば、里親の方が自然であり、望ましいとも考えられ

る．もちろん、里親家庭の数が少ない現状を考えれ

ば、グループホームを利用する必要「生は認められる

が、グループホームは里親を補完するものにすぎな
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いのか、里親とも施設ともちがう独自の役割がある

のか、グルー一プホームの機能を考える必要があるよ

うに思われる（下表）。

　施設は集団生活であり、家庭生活とはかなりちが

う面がある。日課、あらかじめ決まった献立にもと

づく食事、少ない職員、交替制勤務、さまざまな問

題を抱えた数多くの児童、地域との交流が少ない、

児童間のいじめや暴力も無視できない問題といえる。

他方、施設ではいつでも、どのような子どもでも対

応が可能であり、職員は専門職であり、関わりのむ

ずかしい児童の養育の知識、技術の積み重ねがある。

また、最近では、面会をとおして親子関係再構築の

プログラムを実践するなど、保護者への援助に積極

的に取り組む施設もある。以上のことから、施設で

は、治療的二一ズや保護者の二一ズに対応すること

が期待されるものといえよう．

　里親では、家庭生活が営まれる．その家でのルー

ルはあるが、施設における日課ほどには厳しい枠組

みではない。里親およびその家族との継続的な関係

を経験することができる。しかし、里親は子どもの

養育に熱意はあり、研修を受けているにしても、専

門職であるわけではない。また、主として里親夫婦

の養育によるために、関わりのむずかしい児童（攻

撃的言動の著しい児童など）のケアは不適当であろ
う。

　加えて、里親家庭は集団として高い凝集性をもっ

ているので、そこに新しくはいっていくのが困難な

児童（とくに年長児）もいるだろう。ただし、短期

表　施設・グループホーム・里親の比較

　　施設
（大舎／中舎／小舎）

グループホーム

（分園型／里親型）

里　親
（養育里親）

集
団
特
性

集団の形態 比較的規模の大きい集団 家庭的な集団 家庭

凝　　集　　性 低い やや低い 高い

生　　　　　活 家庭的でない ある程度家庭的 家庭的

運
営
上
の
特
性

田課にもとづく生活 あり なし なし

職員／里親 専門職 専門職 専門職でない

勤務／生活 交替制（職場） 交替制（職場）／家族 家族

地域　交流 乏しい ある ある

特徴的機能 治療的機能 混在 レジデンシャル機能

利
用
者
の
特
性

入所　条件
いつでも

どんな子どもでも

いつでも

ほぼどんな子どもでも

スケジュールによる

限界がある

入　所　傾　向
治療的二一ズが高い児童

家庭復帰児童
混在

社会的養護が長い児童

家庭復帰が困難な児童

保護者への支援 可能 直接にはむずかしい 直接にはむずかしい

28条適用ケース 可能 むずかしい むずかしい

課　　　　　題

多職種協働による治療
的・保護者支援機能の充
実

レスパイト等のバックア
ップ体制の確保

レスパイト等のバックア
ップ体制の確保

備　　　考
大舎ほどこれらの特性は
大きい

自活訓練ホームについて

別途検討の必要あり

専門里親や短期里親につ
いて別途検討の必要あり
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里親の持つ機能を検証し、タイプ別機能を検討する

ことを否定するものではない。

　また、児童の保護者（実親〉に攻撃的言動などが

認められる場合、里親が直接被害を受けかねないの

で、このようなケースを委託することも不適当であ

る。さらに、里親の限界としては、児童相談所が行

う保護者への支援に協力する必要はあるが、里親が

直接保護者にはたらきかけるのは適当ではないこと

に留意すべきであろう。里親家庭は、児童の問題性

が顕著ではなく、また保護者との間にトラブルが生

じにくいケースの委託が適当だと考えられる。以上

のことから、施設と比して、レジデンシャル機能の

発揮により、児童の成長・発達二一ズを充足する傾

向が強いと考えられる。

　グループホームは、施設と里親の中間の養育形態

といえるが、里親型GHと施設分園型GHとでは共
通するところと、ちがうところを指摘することがで

きる。

　共通点については、どちらも、地域と密接な関わ

りをもちながら、小規模で、地域において、家庭（的）

環境での養育を行う．集団の凝集性は里親家庭より

も低く、思春期・青年期の児童にはGHの方が楽に

生活できると感じる者もいるだろう。社会的養護の

もとにいる児童の社会的自立ということを考えると、

細々とした日常生活の集積からなるこれらグループ

ホームや里親家庭の方が、施設での養育よりも望ま

しいといえ、年長児童に対するIL（自立生活）プ

ログラムの確立に向け、さらなる研究と実践が推進

されなければならない。

　里親型GHと分園型GHのちがいに関しては、ま
ず里親型GHのもっとも大きな特徴は夫婦で養育す

るところにある。里親型GHの職員は、元施設職員

であることが多い。児童に対しては、継続的で、親

密な関係を保障できるし、一般の養育里親に比べて、

関わりのむずかしい児童の養育も可能であろう。

　しかし、里親型GHでは、夫婦以外の職員やボラ

ンティアの確保が困難なこともある。休暇、レスパ

イトケアなど、支援体制の確立が重要である。近隣

の児童養護施設などと連携して、その支援を受けら

れる体制をつくることが望まれる。

　次に、分園型GHの特徴は、施設職員による養育

（夫婦制あるいは住み込み制をとっているところは

少ない）ということにある。とはいえ、分園型GH

であっても、施設に比べれば、児童と職員の関係は

より密接なものであることを指摘しておくべきであ

ろう。

　分園型GHの強みは本体施設との関係である。児

童のアセスメントや治療、おそらくは保護者への支

援において、本体施設のセンター機能は大変重要で

あろう。ホームヘの支援（職員の派遣）や職員の休

暇への対応にも重要な役割をはたすであろう。児童

が家庭的環境の中で、地域との交流をもちながら生

活することの必要性を考えると、分園型GHの発展
が望まれる。

　これらのことを考えると、施設か里親かという二

者択一から、GHを加え、選択肢を拡大することに

は意義があると考えられる。

　しかし、現状では、GHへの入所理由にrたまた

ま空きがあった」ことも含まれているように、施設、

グループホーム、里親の特性と子どもの状況を考慮

した、適切な選択がなされているとは言い難いよう

に思われる。いずれのGHにおいても、施設に比べ

て小規模である分、そのときどきの入所している子

どもの状態の影響を受けやすい。例えば、非常に手

のかかる子どもが一人いると、その子への対応に追

われてしまう。したがって、入所児童数について、

機械的に定員を埋めるというのではなく、柔軟に考

える必要があろう。

　ただし、この背景には、施設満床状況や登録里親

数の絶対的不足などの要因が考えられ、社会資源の

量的確保策もあわせて検討されねばならない。

　そして、施設分園型GHにおいても、里親型GH
においても、入所児童にはさまざまな精神的・行動

上の問題がみられ、その対応は、日々の関わりから

精神科や心理カウンセリング受診まで、負担が大き

いことにも留意する必要があろう。児童相談所や本

体施設のバックアップ機能や研修に対する二一ズが

強くあることが本調査でも明らかとなっており、G

Hの質をいかに担保して拡充するかが、大きな課題

となってくると思われる。

文　　献

庄司順一・才村　純・澁谷昌史・小山　修・伊藤嘉余子ほ

か：グループホームの現状と課題（1），日本子ども家庭総合

研究所紀要，39183－149，2003
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＜里親型GH実態調査結果＞

表1司里子の受託以降の実子への影響（MA） 衷2一1G擁入所児童安定のために必要な運鴬上の要件（MA）

実
数

％ 実
数

％

年下の子どもに対する優しさ、思いやりが出てきた 4 400 代替要員の確保等によるGH里親のリフレッシュ 2 200

不登校やひきこ毛り等の非社会的行動が出てきた 歪 100 研修やスーパ～ピジョンの充実によるGH里親の専門的力量の

向上
4 400

お手伝い等、親を積極的に助けるようになった 2 200

学校の成績が上がった 1 10．0 GHの子どもと地域との交流 5 500

その他 2 200 GH里親に対する家賃や生活費等の財政的援助の充実 4 400

特に影響はみられない 1 100 GH里親に対する手当の増額 0 一

表1－2里子の受託以降の実子への影響「その他」異体記述

GH里親がア勘、いイトやボランティアを雇えるような人件費の像障 7 700

他のGH里親との良好な関係、情報交換 o 一

委託するケースによって情緒面に変化が出てくることがある。（私たちのホ

ームは実子が幼い状態からスタートしたため、委託をしたケースも中高生

他の養畜里親家庭との良好な関係、情報交換 1 等00

その他 5 500

表1－2里子の受託以降の実子への影響「その他」異体記述

委託するケースによって情緒面に変化が出てくることがある。（私たちのホ

ームは実子が幼い状態からスタートしたため、委託をしたケースも中高生

の女子のケースを短期で多く見てきたので）言葉使いなどで乱暴な話し方

をまねする事などがあった。

精神的ストレスを感じる場面が見受けられるようになった。

表2－2GH入所児童安定のために必要な運営上の要件rその他』

表1－3実子に何らかの闘題が見られるようになったときの対応（MA）

実数 ％

生活は変えず実子に声かけ／甘えさせる等関わりを増や

した
2 200

措置変更又は新規委託を断る等、里親や里子の負担軽

減
1 100

グループホームに対する児相及び主管課の理解

全員で旅行する事がある。1回だけでもいいから費用の援助があったらい

い。

里親も児童にとっても旅行もリフレッシュに欠かせないものです。

賃貸ではなく安定した家屋の確保

心理を含む匿療機関・警察などの連携

代替委員は必要としないが里親の精神衛生を保つ事。

実子など里親家族の精神衛生。地域及び学校の理解。

表3GH運営上の課題について（自由記述）

○○市もこの1～2年で2件のグループホームが増設され、社会的養護の使命を果たしているという形をとってはいるが、児童の委託先として施設が一杯だか

らただ単にその受け皿としての一つの方法、数としてしか見ていない状況である。何の為にグループホームが必要かという点がぼやけているように感じてなら

ない。市財政から一里親に多額な補助金を出しているのだから、それに見合う定員の充足を伺が何でもしろというような。

養育につき体験を通して言語化・理論化していくこと。

養育里親家庭だったのが、子どもが4人になることになり、ファミリーホームの認定を受けました。里親型グループホームとして登録されている方とは少し違う

と思いますがワァミリーホームとして当てはまる回答をさせていただきました。運営上の課題も児相の連携状況も養育里親と全く同じで、一人一人の子どもの

晃相が違うので、福祉士さんは自分の担当の子どもしか関わってもらえず、とても不便を感じています。

ホームの閉じ方について考えている。それによって今後の入所児童の二一ズとの関連がホームのあり方を決めていくように思っている。

○○布のFGH制度では住居に関して借家でないと賃貸補助が支給されないので、（現実的にそれなりの広さを持つ梼ち家を所有する事も難しいが〉現在の借

家がずっと借りられる保証もなく不安はある。市の所有物権など安定した住居の確保が望まれる。養育者の休息に関して、レスパイトケアだけではなくホーム

に補助スタッフを配置する方法も考えていくべきだろうと思う。

定員について、児童のケースは様々で、通常の生活ができている児童は10名程度でも対応できるが、障害や問題行動が著しい児童は少人数でも大変だと思

う。定員については単に人数て定めるのではなく、ケースに応じて対応できるような制度を考えて欲しい。

幼児の受け入れに対して運営に当たり人件費（アルバイト）加算があれぱもっと多くの兜童がグループホームでの受け入れが可能になると思われます。幼い

時から早い時期に地域で育つ二とを保証していきたいと願っています。

十分な広さと闘取りの家屋の確保。夫婦専｛壬体制。サポートや保障の充実。
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＜分園型GH実態調査＞

表4ホームの定員晃童数

5人以下 6人 7人以上 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

地域小規模GH 0 00 18 947 0 00 1 53 19 1000

その他のGH 8 276 重8 621 3 103 o OO 29 1GOO

表5ホームの現員児童数（平成15年11月1日現在）

5人以下 6人 7人以上 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

地域小規模GH 4 211 14 737 1 53 0 00 等9 1000

その他のGH 12 414 15 51．7 2 69 o OO 29 筆OQO

表6GHの職員数（1ホー一ムあたり〉

1入 2人 3人 4入 5人 6人 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 96 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 祐 実数 ％

地域小規模GH 0 00 2 105 ” 579 4 211 1 5．3 1 5．3 0 00 馨9 100．0

その他のGH 3 等03 書0 345 14 483 2 6．9 0 00 0 00 0 0．0 29 1000

表7GH入所児童選定の要件

項目 種別 実数 ％

年齢が低いこと
地域小規模GH

その他のGH
4
1
1

2月

37．9

無断外出がないこと
地域小規模GH

その他のGH
6
1
0

31．6

345

年齢のバランス
地域小規模GH

その他のGH

～7

25

895

86．2

対人関係にかかる問題が

　　　　　　　　ないこと

地域小規模GH

その他のGH 4
3

21↑

103

性別のバランス
地域小規模GH

その他のG目

16

23

84．2

79．3

攻撃性が見られないこと
地域小規模GH

その他のGH

望1

10

579

345

被虐待経験がないこと
地域小規模GH

その他のGH 1
2

53

6．9

本体施設職員との相性が

　　　　　　よくないこと

地域小規模GH

その他のGH 1
2

53

6．9

被虐待経験があること
地域小規模G轄

その他のGH 6
2

3玉6

6．9

GH職員との相性が

　　　　　　　　よいこと

地域小規模GH

その弛のGH 6
3

3蒐6

103

家庭復帰が困難、

　　　　　または不可能

地域小規模GH

その他のGH

19

19

1000

65．5

知的能力が

　　　著しく低くないこと

地域小規模GH

その他のG琶 3
2

等5，8

69

強引な引き取り要求が

　　　　　　　　ないこと

地域小規模GH

その他のGH 9
5

474

17．2

慢性疾患がないこと
地域小規模GH

その他のGH 4
5

21．1

172

家庭復帰の可能性が

　　　　　　　　高いこと

地域小規模GH

その他のGH
6
1
2

316

414

リービング・ケアの時期に

　　　　　　　　あること

地域小規模GH

その他のGH 6
7

31．6

241

家庭的生活の体験が乏し

い

地域小規模GH

その他のGH

18

25

947

862
児童本人の希望があること

地域小規模GH

その他のGH

14

葉3

737

44．8

社会的養護の期間が長い
地域小規模GH

その他のGH

11

17

5フ9

586

保護者の了解や希望が

　　　　　　　　あること

地域小規模GH

その他のGH 9
5

474

172

きょうだい関係の

　　　　改善・構築が必要

地域小規模GH

その他のGH

Io9 526

310

たまたま窒きがある

　　　　（本体施設が一杯〉

地域小規模GH

その他のGH
5
1
1

26．4

379

※　％は、当該項弩に関して、「頻繁に要件となる」「しばしば要件となる」と回答したものが調査回答施設数に占める割合を示している
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＜GHに入所している子どもの実態調査＞

表8晃童の現在の年齢（平成15年11月1日現在）

1～3歳 4～6歳 フ～9歳 手0～き2歳 13～肇5歳 丁6～18歳 19歳以上 無回答 合計

実数 ％ 輿数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 覧 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 1 22 3 65 7 152 15 326 10 217 10 217 0 00 0 00 46 1000

地域小規模GH 2 1．8 16 144 24 216 25 225 21 189 21 189 丁 09 1 09 111 100．0

その他のGH 9 60 20 133 25 167 32 213 34 227 25 167 1 07 4 27 150 1000

表9児童のGH入所時年齢

2歳以下 3～5歳 6～8歳 9～11歳 12～14歳 15～17歳 18歳以上 無回答 合計

実数 ％ 実数 ？も 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 輿数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 5 10．9 10 217 17 370 5 109 5 109 4 87 0 00 O 00 46 1000

地域小規模GH 4 36 20 肇8，0 32 288 24 216 16 144 13 117 1 0．9 1 0．9 111 1000

その他のGH 16 10．7 35 233 43 287 2重 唾40 27 180 7 4フ 0 一 1 07 150 1000

表沁現在のGHでの入所期間

1年未満 1年 2年 3年 4年 5年

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 4 8．7 6 130 12 261 4 8．7 3 65 3 6．5

地域小規模GH 28 25．2 25 22．5 34 306 12 10．8 2 1．8 3 2．7

その他のGH 38 253 28 187 20 13．3 9 6．0 10 67 10 67

6年 7年 8年以上 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 2 4．3 4 8．7 8 174 0 0．0 46 100．0

地域小規模GH 2 1．8 4 36 1 09 0 0．0 111 100．0

その他のGH 10 67 4 27 13 87 8 53 肇50 1000

表11兜童の就掌状況（平成15年11月1日現在）

幼稚園／

保育園
小学生 中学生 高校生

未就学／就労／

　無職等
無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 3 65 20 43．5 12 261 9 ｛96 1 22 重 22 46 1000

地域小規模GH 10 90 50 450 24 216 25 22．5 2 18 0 ｝
111 1000

その他のGH 14 9．3 57 380 35 233 33 22．0 9 60 2 13 150 1000

表12児童の入所前の生活場所

家庭から
本体施設

　から
児童養護施設＊ 乳児院から

里親家庭

　から
その他 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 24 522
『 一

10 2可，7 7 可52 2 43 3 65 0 00 46 1000

地域小規模GH 11 99 87 784 4 36 9 81 0 00 0 00 0 00 111 1000

その他のGH 57 38．0 63 420 6 40 17 113 1 07 5 33 1 07 150 1000

＊分園型GHについては、r本体施設以外の児童養護施設」を意味する
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1年未満 1～3年未満 3～6年未満 6～9年未満 9～12年未満 12年以上 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 1 22 9 196 ↑1 239 5 潅09 4 8フ 9 19．6 7 魔52 46 きOD，0

地域小規模G桐 2 18 22 198 29 26．1 24 216 1フ 15．3 13 書17 4 36 ”オ 1000

その他のGH 10 6フ 32 213 23 153 22 14フ 13 8フ 19 127 31 20．7 150 1000

表14GH入所莇のアドミッション・ケア（MA）

晃童とホーム職員＊の

　　　面接

児童の保護者と

ホーム職員＊の面接
兜童のホーム冤学

児童の保護者の

　ホーム見学

児相からホームヘ親子の

情報提供（電話含まず〉

実数 ％ 実数 3ら 実数 懸 災数 脇 実数 ％

里親型GH 40 870 10 2重7 33 717 9 196 35 761

地域小規模Gド 86 775 3t 279 60 541 14 12．6 20 180

その他のGH 108 720 40 267 76 507 25 16．7 64 42．7

＊1里親型GHについては、「里親」を意味する

表15－1児童票による晃童の被虐待体験（MA〉

身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 被虐待体験なし

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 案数 ％

里親型GH 8 174 13 283 0 00 2 4．3 26 565

地域小規模G阿 22 19．8 40 360 1 09 14 i2、6 49 441

その他のGH 36 240 44 293 7 47 15 100 62 413

表15－2GH職員の判断による児童の被虐待体験（MA）

身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 被虐待体験なし

実数 ％ 実数 ％ 実数 魅 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 12 26墨 i5 32．6 0 00 6 i3．0 21 45．7

地域小規模GH 26 23．4 52 468 2 1．8 22 198 37 33．3

その他のGH 34 227 56 373 8 5．3 20 13．3 52 347

表16児童の障害の有無（MA）

身体障害
知的障害

（疑い含む）

精神・人格障害

（疑い含む）

　発達障害／自閉症

／ADHD等（疑い含む）

いずれにも

あてはまらない

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 弘

里親型GH 1 2．2 5 109 1 2．2 4 87 34 739

地域小規模GH 1 09 18 162 2 1．8 7 6．3 82 739

その他のGH 2 1．3 12 80 3 20 9 6．0 “9 793
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表等7児童の現在の学力状態

当該学年の授 当該学年の授 当該学年より

業に余裕をも 当該掌年の授 業より1年程 3年以上遅れ
当該学年より

ってついてい 業についてい 度遅れてい ている。又は 就掌していな
2年程度遅れ 無回答 合計

っており、掌 っているようで る。 又は一部 授業内容がま い
ている

カは高いとみ ある の科目が著し ったくわから

く遅れている ないようだ

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 鶉 実数 ％

里親型GH 3 65 28 609 5 109 4 87 2 4．3 4 87 0 00 46 100．0

地域小規模GH ” 99 52 468 15 13．5 7 63 14 12．6 12 10．8 0 一
可11 100．0

その他のGH 11 73 76 507 24 160 6 40 8 5．3 23 153 2 1．3 150 1000

表18児童の入所時から現在までの学力の変化

現在の方が

学力が高い

現在の方が

学力が低い

学力はあまり

変わらない
就学していない 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型G桝 22 478 重 2．2 19 4重、3 4 8．7 o 0．0 46 1000

地域小窺模GH 44 396 書1 99 42 37．8 12 108 2 書8 1” 100．0

その他のGH 63 42．0 3 20 56 3フ．3 23 15．3 5 3．3 150 1000

表19入所理由（本体施設入所時の家族の問題）

父母の死亡 父母の行方不明 父母の離婚 親の未婚 父母の不和 父母の拘禁

実数 ％ 実数 ％ 実数 弘 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 2 4．3 8 ↑74 3 65 2 43 8 17．4

地域小規模GH 6 5．4 9 81 8 72 2 1．8 0 00 4 3．6

その他のGH 7 47 9 60 9 60 2 壌，3 1 07 3 20

父母の入院／疾病
父母の精神疾患／人

　　格障害等
父母の就労 父母の放任／怠惰 父母の虐待／酷使 棄児

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 弘 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 8 17．4 5 10．9 2 4．3 3 65 1 2．2 等 2．2

地域小規模GH 6 54 12 10．8 9 8．1 10 9．0 15 13．5 2 18

その他のGH 7 4．7 16 10．7 20 13．3 i2 8．0 23 董5．3 6 40

養育拒否
破産等の

経済的理由

児童の問題による

　　監護困難
その他 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 鴨 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 1 2．2 5 109 1 22 3 65 1 2．2 46 100．0

地域小規模GH 5 45 6 54 2 18 13 117 2 1．8 111 1000

その他のGH 9 60 2 13 2 1．3 10 7．0 11 7．3 150 100．0
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表20児童の保護者

実父母 実父養母 養父実母 実父継母 継父実母 実父のみ 実母のみ 養父のみ 養母のみ

実数 ％ 実数
o舌 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 6 130 0 00 0 ao 3 6．5 丁 2．2 ” 239 19 413 o 00 0 αo

地域小規模GH 25 225 1 09 3 27 1 09 4 36 22 可9，8 36 324 0 00 0 00

その他のGH 19 127 0 0．0 4 27 4 27 12 80 38 253 50 33．3 1 07 0 00

継母のみ きょうだい 祖父母 祖父のみ 祖母のみ その他 不明 無風答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 oも 輿数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 0 00 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 00 2 43 4 87 0 00 46 1000

地域小規模GH 0 ao 2 1．8 0 00 0 00 2 1．8 9 81 5 45 丁 0．9 ”了 10DO

その他のGH 1 O．7 0 0．0 哩 0．7 1 07 3 2．0 7 47 2 13 7 47 150 1000

表21児童の父母の現在の状態（MA）

身体障害あり、又は

虚弱等により身体的

活動に著しい制限あ

　　　　り

　知的障害あり

又はその疑いあり

精神障害あり

又はその疑いあり

　人格障害あり

又はその疑いあり

薬物やア1ロー1レ依存

又はその疑いあり
被虐待体験あり

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 脱 実数 弘

里親型GH 4 8．7 6 130 6 13．0 3 6．5 6 130 0 00

地域小規模GH 4 36 13 重1，7 垂7 153 1 09 9 8．1 8 7．2

その他のGH 3 20 8 5．3 21 140 4 27 馨4 9．3 8 53

主たる生計をたてる

上で所得保障舗度を

　　　利用

その他
いずれにも

あてはまらない
不明

　　雰該当

（保護者行方不明等）

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 14 304 2 4．3 董0 21．7 7 15．2 8 17．4

地域小規模GH 19 171 20 手80 19 17．1 7 63 唾9 17．1

その他のGH 21 書40 24 葉60 44 29．3 葉7 113 7 47

表22児童の磁縁のきょうだいの有無

1人 2人 3人 4人 5人 6人

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型G8 9 196 9 19．6 4 87 1 2．2 0 00 0 00

地域小規模G8 43 387 重4 126 8 7．2 4 36 6 54 2 1．8

その他のGH 45 30．0 22 147 14 93 4 2．7 4 27 0 0．0

7人 11 人 人数不明 0人 無回答 合計

実数 06 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 0 00 0 00 4 87 19 413 0 00 46 IOOO

地域小規模GH 0 00 0 00 4 36 30 270 0 0．0 11肇 1000

その他のGH 0 OO 0 0．0 9 60 42 280 10 67 150 100．0
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籔23児童の血縁のきょうだいは、どこで生活しているか（MA）

本晃と同じG目 本兜と別の福祉施設 本晃の蒙族 その他 不明

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 7 ↑52 8 174 8 174 4 87 6 130

地域小規模G擁 39 351 15 135 22 198 19 171 6 44

その他のGH 32 213 26 173 25 167 36 240 4 2フ

表24晃童のGHへの婁託（変更）理由（MA）

年齢が低い
年齢が高い

（街ビングケア〉

被虐待体験が

　　ない

被虐待体験が

　　ある

乳幼児期から

家庭的生活経

験が乏しい

社会的養護の

期間が長い

無断外出等の

閤題がない

対入関係に係

る問題がない

実数 ％ 実数 ％ 輿数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型G8 8 174 2 43 o 0．0 、6 348 1 2．2 噛 22 0 00 0 00

地域小規模GH ↑1 99 9 81 1 09 11 99 46 414 19 171 2 18 0 00

その他のGH 12 80 7 46 0 00 14 94 51 339 17 了14 董 0．フ 4 27

攻撃性が強い
慢性疾患が

　ない

知的能力に

問題がない
施設で不適応

ホーム内の

年齢のパランス

　ホーム内の

性別の’、一ランス

ホーム職員＊と

の相性が良い

　たまたま

空きがあった

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 鴨 実数 ％ 実数 ％

狸親型GH 0 0つ 1 2．2 1 22 4 87 6 葉30 5 禮09 4 8．7 10 2重7

地域小規模GH 2 18 0 00 3 2．7 6 54 27 24．3 1マ 9．9 9 81 9 81

その他のGH 2 13 5 34 4 27 4 27 30 200 20 133 3 20 23 153

家庭復帰が相

当困難／不可

　　能

保護者の強引

な引取要求が

　　ない

家庭復帰の可

能性が高い

きょうだい関

係の改善／構

築が必要

本入の了解／

希望がある

保護者の了解

／希望がある
その他

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 25 543 1 22 5 ↑09 3 65 1 2．2 5 109 11 23．9

地域小規模GH 83 747 2 18 12 108 14 126 25 22．5 1 09 1可 99

その他のGH 52 346 0 『
11 73 7 46 25 167 5 34 13 87

＊里親型GHについては、「里親」を意味している

表25児童がGHに来てからの長期にわたる一般病院への通院経験

過去にある 現在通院中 通院経験なし その他 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 9 196 2 43 34 73．9 1 2．2 0 00 46 2．2

地域小規模GH 14 126 18 16．2 78 703 0 00 1 09 111 100．0

その他のGH 8 53 18 120 121 807 0 00 3 20 150 100．0

蓑26晃童がGHこ来てからの精神科・心理療法士による治療経験

過去にある 現在受療中 受療経験なし 無回答 合計

実数 弘 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 7 15．2 3 65 36 783 0 00 46 1000

地域小規模GH 肩 99 23 207 76 685 1 0．9 111 1000

その他のGH 17 113 37 247 91 60．7 5 33 150 1000
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表2フ児童の晃童福祉法第28条適絹の有無

適絹した 適用していない わからない 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型G目 1 22 37 804 4 87 4 8．7 46 1000

地域小規模GH 2 18 92 829 8 72 9 81 ”1 100．0

その他のG日 10 67 127 84．7 1 07 12 80 150 1000

表28児童と保護者の面会・通信頻度

週1日以上 月に数回 月に1回 年に数回 年に1回
1度も

面会なし

非該当

（保護者がい

ない、入所し

たばかり等〉

無回答 合計

実数 9む 実数 ％ 実数 ％ 実数 覧 実数 ％ 輿数 ％ 実数 ％ 婁数 鬼 実数 ％

里親型GH 1 22 5 109 8 174 8 174 3 65 12 261 9 196 0 00 46 霊000

地域小規模GH 2 18 11 99 11 99 33 29．7 1 09 29 261 21 189 3 27 書11 1000

その他のGH 13 87 25 16．7 19 127 41 273 5 3．3 26 173 13 87 8 53 150 1000

表29児童の家庭への帰省頻度

週1日以上 月に数回 月に1回 年に数回 年に1回
1度も

帰省なし

非該当

（保護者がい

ない、入所し

たばかり等）

無回答 合計

実数 ％ 実数 亨も 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 1 22 4 87 9 196 7 屡52 2 43 12 261 11 23．9 0 00 1000

地域小規模GH 0 00 7 6．3 2 18 27 24．3 8 7．2 40 360 25 22．5 2 18 “1 1000

その他のGH 10 67 14 93 11 73 41 273 8 53 42 280 18 12．0 6 40 150 1000

表30児童と保護者との関係

　非常に

安定している

　　まあ

安定している

　　やや

不安定である

　非常に

不安定である

かかわりは

まったくない

非該当（保護者

行方不明等〉
無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 葵i数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 3 65 14 304 5 109 4 87 7 152 12 261 1 2．2 46 1000

地域小規模GH 7 6．3 22 198 19 171 10 90 23 20．7 29 261 1 09 111 1000

その他のG日 15 100 44 293 32 213 13 87 26 173 重3 87 7 47 了50 1000

表31児童の保護者と施設＊との関係

面会、電話等、

施設との約束を

しっかり守れてい

　　　る

面会、電話等、

施設との約束を

たまに破ることが

　　　ある

面会、電話等施

設との約東をほ

とんど守ることが

　　できない

施設と保護者と

のかかわりはま

　ったくない

　非該当

（保護者行方不

　　明等）

無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 14 304 8 174 1 22 10 217 12 26， 1 22 46 1000

地域小規模GH 33 297 17 153 7 63 21 189 30 270 3 27 111 1000

その他のGH 59 393 31 207 10 67 23 153 19 127 8 53 150 1000

＊里親型GHについては、「里親」を意味する。
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表32児童から保護者への期待

保護者に会いたいという

　訴えが頻繁にある

保護者に会いたいという

　訴えが時々ある

保護者に会いたくないと

いう訴えが時々ある

保護者に会いたくないと

いう訴えが頻繁にある

保護者の話題が出ること

　　はほとんどない

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 2 43 17 3フ0 2 43 0 00 13 283

地域小規模GH フ 63 57 514 5 45 2 18 19 171

その他のGH 13 8フ フ3 48フ 5 33 2 13 2フ 180

保護者とのかかわりは

　　まったくない

　　　非該当

（保護者行方不明等）
無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

塁親型GH 3 65 9 196 0 00 46 1000

地域小規模GH 6 54 13 117 2 18 111 1000

その他のGH 12 8．0 15 100 3 20 150 1000

表33（次頁〉

表34児童の退行

ある ない 無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 摯も

里親型GH 13 283 27 587 6 130 46 1000

地域小規模GH 25 225 71 64G 15 13．5 111 1000

その他のGH 22 147 118 787 10 6フ 150 1000

表35退行がみられた時期

入所当初～

2ヶ月め

入所当初～

8ケ月め

入所当初

～1年め

入所当初

～2年め

入所当初

～3年め

入所1ケ月

～3年め

入所1ヶ月

　～現在

入所2ケ月

～8ケ月め

入所2ケ月

～2年目

実数 ％ 実数 ％ 実数 実数 ％ 実数 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 1 22 1 22 1 22 0 00 1 20 0 00 0 0．0 0 00 2 43

地域小焼模G日 0 00 0 00 1 09 2 1．8 1 09 2 18 肇 09 0 00 0 00

その他のGH 0 00 0 00 1 07 3 2．0 2 13 2 1．3 0 00 1 0．7 0 00

入所3ケ月

～8ヶ月め

入所3ケ月

～1年め

入所3ヶ月

～4年め

入所4ヶ月

～1葬半

入所5ケ月

～1年半

入所半年後

～2年め

入所10ケ月

～2年半

入所2年め

～4年め

入所4ヶ月

～1年半

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

里親型GH 1 2．2 2 43 1 2．2 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0．0 0 00

地域小規模GH 0 00 3 27 0 00 1 09 1 09 3 27 1 09 0 ㎜ 1 09

その他のGH 0 00 0 OO 0 00 0 OO 0 00 0 00 0 00 1 0．7 0 00

非該当

無回答
合計

実数 ％ 実数 ％

里親型GH 36 783 46 1000

地域小規模GH 93 838 “1 1000

その他のGH 137 913 150 100．0

一91一



日本子ども家庭総合研究所紀要　第40集

衰33児童の精神・行動の状況

項目 種別 実数 ％

織黙

里競型GH

地域小規模G柵

その他のG臼

6
1
2
1
6

130

107

107

チック

里親型GH

地域小規模GH

その他のG擁

5
唯
1
1

109

09

73

多動

里親型GH

地域小規模GH

その絶のG8

7
1
2
1
4

152

107

93

性への強い開心

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH

5
1
4
1
3

109

126

87

過度のなれなれしさ

里親型G擁

地域小規模GH

その他のGH

8
1
8
3
6

17．4

16．2

240

不潔恐怖等強迫行為

里親型GH

地域小規摸GH

その他のGH
1
2
7

22

18

47

著しい無気力／無褒情
里親型GH

地域小規模GH

その他のGH

4
1
5
1
6

87

16．7

10．7

ひきつけ／てんかん

里親型GH

地域小規模GH

その偬のGH
0
3
0

0．0

27

00

怒りっぽさ

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH

5
3
0
4
0

109

270

267

他児への暴力

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH

6
1
5
喋
9

130

ヨ35

12．7

違法／犯罪行為

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH
5
8
9

等0，9

フ2

60

他児にいじめられる

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH

2
1
2
2
3

4．3

108

｛53

不眠／夜驚等睡眠障害

里親型G日

地域小規模GH

その他のGH

4
6
1
0

87

54

67

無断外出／外泊

里親型GH

地域小規模GH

その他のG日

4
6
1
2

87

54

80

夜尿

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH

斗0

32

33

217

288

220

浪費

里親型G目

地域小規模GH

その弛のGH

3
2
1
0

65

18

6．7

過食

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH

8
1
4
丁
6

174

董26

107

不登校

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH
0
7
6

00

63

4．0

拒食

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH
0
2
2

00

1．8

13

リストカット

里親型GH

地域小規模G8

その他のGH
2
0
1

43

00

07

退行

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH

9
1
フ
8

196

153

53

その他

里親型GH

地域小規模GH

その他のGH
2
6
9

43

54

60

※　％は、当該項目が過去及び現在見られたと回答があったものの全体に占める割合を示している
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表36退行でみられた行動

入所 入所 入所 入所
入所当 入所～ 入所 入所～現 入所1年 現在

半年後の 半年 半年 1年後 合計
初のみ 半年後 ～1年後 在 ～現在 のみ

み ～1年後 ～現在 のみ

実 実 実 実 実 実 実 実 実 実 実
鴨 ％ ％ ％ 今ム ％ ％ ％ ％ ％ ％

数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数

① 1 22 3 65 1 2．2 1 22 6 13．0

赤ちゃん霊
② 3 2．7 1 0．9 1 09 5 45

葉の使用
③ 2 1．3 4 07 1 07 1 0．7 5 33

① 2 43 1 2．2 1 2．2 1 22 5 109
幼児語の使

② 2 18 1 09 2 1．8 5 4．5

用
③ 1 07 雪 07 1 0．7 韮 O．7 1 07 2 1．3 7 46

① 3 6．5 3 6．5 丁 22 3 6．5 肇 2．2 欝 23．9

添い寝をし
② 1 0．9 3 27 2 1．8 2 18 肇 0．9 1 09 4 3．6 ｛4 126

て欲しがる
③ 2 13 3 2．0 1 07 2 1．3 3 20 1 07 2 13 14 9．3

① 書 22 3 6．5 4 8．7 1 2．2 9 196
指しゃぶり／

② 1 0．9 2 1．8 3 27 1 0．9 フ 6．3

爪かみ
③ 2 1．3 2 1．3 1 07 1 0．7 6 40

① 壌 2．2 2 43 2 4．3 4 87 9 τ96

ひざにのる ② 1 0．9 3 2．7 3 2．7 2 1．8 1 09 1 0．9 2 1．8 重3 書17

③ 1 07 3 20 1 0．7 2 1．3 2 1．3 1 07 2 13 葉2 8．0

① 1 22 1 22 1 2．2 1 2．2 1 2．2 5 109

女性の乳房
② 1 0．9 2 18 2 1．8 2 1．8 7 63

を吸う／触る

③ 1 07 1 07 2 13 1 07 5 33

哺乳ピンか ① 0 00

ら飲みたが ② 0 00

る ③ 1 07 1 07

① 2 4．3 2 4．3

オムツをあて
② 0 0．0

て欲しがる ｝

③ 0 0．0

① 4 8．7 4 87
遺尿／遺糞

② 2 18 1 09 3 27
が見られる

③ 1 07 2 1．3 3 20

① 1 22 1 22 2 43
歩かずハイハ

② 3 27 3 27
イする

③ 0 00

歩けるのにお ① 1 2．2 2 43 4 8．フ 2 43 9 196

んぶ／抱っこ ② 4 36 2 18 3 2．7 1 0．9 1 09 11 99

をせがむ ③ 2 13 1 07 1 0．7 1 07 1 07 1 0．7 7 47

※　①1里親型GH、②，地域小規模GH、③その他のGH

※　％はいずれも当該項目が各GHごとの調査回答人数に占める割合を示している，

※　空欄は、該当者なしを意味する
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表37本体施設＊では見られなかったがGHに来てから出現した晃童の変化

（MA）

第40集

項目 種別 実数 ％

里親型GH 2 18．2 里親型GH 4 364
自分の親／家族への好意的

無断外出 地域小規模GH 9 99 地域小規模GH 42 462
感情

その他のGH 2 2．9 その他のGH 17 243

里親型GH 1 91 里親型GH 0 00
ホーム内の子ども同士のけん 自分の親／家族への否定的

地域小規模GH 50 549 地域小規摸GH 10 110
か／口論 感情

その他のGH 24 343 その他のGH ” 157

里親型GH 1 9書 里親型GH 1 91
自分の結婚に対するイメーヅ

きょうだいげんか／臼論 地域小規模GH 25 27．5 地域小規模GH 20 220
の向上

その他のGH 5 71 その他のGH 3 43

里親型GH 0 00 里親型GH 0 00
本体施設＊に戻りたいとの主 自分の結婚に対するイメーヅ

地域小規模GH 6 66 地域小規模GH 0 0．0

張 の低下

その他のGH 6 86 その他のGH 0 00

里親型GH 1 91 里親型GH 3 273

家庭に帰りたいとの主張 地域小規模GH 22 242 金銭感覚の体得 地域小規模GH 41 451

その他のGH 9 12．9 その他のGH 14 20．0

里親型GH 1 91 里親型GH 3 27．3
地域の子どもとの反社会的

地域小規模GH 3 33 生活リズムの安定 地域小規模GH 75 824
一一諏父“監し

その他のGH 0 0．0 その他のGH 29 41．4

里親型G8 6 545 里親型G網 1 91
地域の子どもとの望ましい交 とくにない／まだ入所したぱ

地域小規模GH 6書 670 地域小規模GH 1 11
旗
〃
1し かり

その他のGH 26 371 その他のGH 4 5．7

里親型GH 3 273 里親型GH 3 273
自分における自分なりの創 わからない／施設での惰報が

地域小規模GH 66 725 地域小規模GH 0 00
意工夫 少ない

その他のGH 3書 44．3 その他のGH 1 1．4

里親型GH 4 364 里親型GH 0 0．0

お手伝い等助け合い行動の
地域小規模GH 70 76．9 その他 地域小規模GH 6 6．6

定着

その他のGH 37 52．9 その他のGH 0 00

＊里親型GHについては、児童養護施設を意昧する　　※里親型N瓢11、地域小規摸GH：N＝91、その他のGH鵬70
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